
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年９月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第５１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年４月７日 ２３時３０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市上島北方沖（公海上）  

対馬市所在の三島
みつしま

灯台から真方位０２３°９.８海里付近 

（概位 北緯３４°５２.６′ 東経１２９°３１.４′） 

事故等調査の経過 平成２４年４月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 ３０１WOOSUNHO
ウ ー ス ン ホ

（大韓民国籍）、２５６.００トン 

   ８８２４４６４（ＩＭＯ番号）、CHOYANG SHIPPING CO.,LTD. 

Ｂ 台船 EJ G-38（大韓民国籍）、１,７００.００トン 

   なし、E.J.D 

Ｃ 漁船 第十一宝 漁
ほうりょう

丸、１９.００トン 

   ＮＳ２－２３１０７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海）（大韓民国発給） 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首外板擦過傷、船尾舷縁部破損、船尾オーニング支柱折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航し、上島北方沖を約

２ノット（kn）の対地速力で北北西進中、平成２４年４月７日２３時３０

分ごろＡ船のえい
．．

航索とＣ船の左舷船首部とが衝突し、その後、Ｂ船とＣ

船の船尾部とが衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃほか２人が乗り組み、上島北方沖の漁場に到着してあな

ご籠を海中に投入後、船長Ｃが操舵室で当直に就いて目視で見張りを行

い、機関を中立運転として漂泊中、Ｃ船とＡ船のえい
．．

航索及びＢ船とが衝

突した。 

Ａ船は、付近で操業中のＣ船の僚船が追い掛けたところ、停船した。 

Ｃ船は、衝突後、自力で対馬市佐須奈
さ す な

港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 民間会社が受信したＡＩＳ記録によれば、Ａ船の２３時２９分５４秒に

おける対地針路は真方位３３８.１°、対地速力は２.０kn、船位は北緯３

４度５２分３７.０秒、東経１２９度３１分２１.７秒であった。 

Ｃ船は、航海灯を表示していたほか、黄色回転灯及び白色全周灯各２個

を点灯していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

Ａあり、Ｃあり 

Ａなし、Ｃなし 

Ａなし、Ｃなし 



判明した事項の解析 Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して上島北方沖を北北西

進中、Ａ船のえい
．．

航索及びＢ船とＣ船とが衝突し

たものと考えられるが、船長Ａから情報が得られ

なかったため、衝突に至った状況を明らかにする

ことはできなかった。 

Ｃ船は、上島北方沖で漂泊中、船長Ｃが、適切

な見張りを行っていなかったことから、左舷船尾

方から接近するＡ船に気付かずに漂泊を続けてい

たものと考えられる。 

原因  本事故は、上島北方沖において、Ａ船がＢ船をえい
．．

航して北北西進中、

Ｃ船が漂泊中、Ａ船のえい
．．

航索及びＢ船とＣ船とが衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

 




